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具体的な検討の進め方（案）

本年３月～5月に開催された「総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な電力システム構築小

委員会（第9回～第11回）」において、認定協会の費用負担の在り方については「受益者負担（情報提供先の

負担）を原則」とする旨が整理され、この整理のもと、先般、勉強会が２回実施されたところ。

電力データ活用の在り方検討会（本検討会）では、認定協会の設立検討に必要となる前提条件の整理を進め

ていただくが、実際に協会を設立する主体は、費用を負担するデータ利用者とデータ提供者である一般送配電事業

者となる。従い、認定協会の設立自体は民間で検討を進める必要があると思料。

そこで、本検討会における整理の進展に応じ、具体的な利用意向を有する有志を募り、データ提供者にも参加い

ただく形で「認定協会設立準備WG（仮称）」を組成し、検討を進めることをご提案させていただきたい。

＜役割分担＞

国

法整備・制度設計
認定要件の整理

データ提供者 データ利用者

データ提供/TSOシステム整備 データ利用/協会システム整備
費用負担（拠出金･会費･利用料）

認定協会設立、認定の申請認定




